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広陵町移動支援事業実施要綱

（目的）

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号。以下「法」という。）に基づく障害者等（以下「障がい者等」とい

う。）に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加

の促進を図ることを目的とする。

（実施方法）

第２条 町長は、外出時支援が必要な障がい者等に対し、移動の支援を行うものとする。

２ 町長は、この事業を円滑に遂行するため、業務の一部又は全部を委託することができる。

（対象者）

第３条 移動支援事業（以下「事業」という。）の対象者は、町内に居住地を有する次の各号

のいずれかに該当する障がい者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等

の社会参加のための外出（原則として１日の範囲内で用務を終えるものに限る。）に移動の

支援の必要があると町長が認めた者とする。

ただし、法に基づく行動援護又は重度訪問介護の支給を受けている者を除く。

(1) 次に掲げる項目のいずれかに該当する者（「区分２」該当者）

ア 重度の両上下肢機能障がい者

イ 重度の両下肢機能障がい、重度の体幹機能障がい又は重度の脳原性運動機能障がい

を有する障がい者であって、歩行が困難である者

ウ 重度の視覚障がい者

エ 障がい程度がＡの療育手帳の交付を受けている知的障がい者（児）

オ 等級が１級の精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている精神障がい者（児）

(2) 療育手帳の交付を受けている知的障がい者（児）又は精神障がい者保健福祉手帳の交

付を受けている精神障がい者（児）であって、前号に該当しない者（「区分１」該当者）

(3) 前２号と同等の障がいを有すると町長が認めた者

（利用時間の上限）

第４条 事業を利用できる上限時間は、一月につき２５時間までとする。

（申請）

第５条 事業を利用しようとする障がい者等又はその保護者（配偶者、親権を行う者、後見

人その他の者で障がい者等を現に保護する者をいう。以下同じ。）（以下「申請者」という。）

は、広陵町移動支援事業利用申請書（第１号様式）を町長に提出するものとする。

（決定）

第６条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否
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を広陵町移動支援事業利用決定（却下）通知書（第２号様式）により申請者に通知するも

のとする。

（変更又は廃止の届出）

第７条 前条の規定により利用の決定を受けた障がい者等又はその保護者（以下「利用者等」

という。）は、第５条に規定する申請の内容に変更が生じたとき又は利用の必要がなくなっ

たときは、広陵町移動支援事業利用変更（廃止）届（第３号様式）を町長に提出するもの

とする。

（決定の取消）

第８条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第６条に規定する決定

を取り消すことができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 居住地が町外になったとき。

(3) 第３条に規定する対象者（前２号の対象者を除く。）でなくなったとき。

(4) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

２ 町長は、前項第３号又は第４号の規定による取消しを行うときは、広陵町移動支援事業

利用取消通知書（第４号様式）により利用者等に通知するものとする。

（費用の負担）

第９条 利用者等は、事業の利用に要する経費の１割の額を支払うものとする。ただし、１

円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

２ 利用者等が生活保護世帯の一員である場合は、前項の規定によらず費用の負担は無料と

する。

（補則）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則（平成１８年１０月広陵町告示第３３号）

この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。

附 則（平成２１年３月広陵町告示第５６号）

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平成２２年２月広陵町告示第４１号）

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平成２５年３月広陵町告示第７４号）

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。


